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令和６年仙審第２０号 

裁    決 

モーターボートＡ定置網損傷事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官荒木信也出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和６年６月１６日１０時１４分 

 宮城県荒浜漁港北方沖合  

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 モーターボートＡ 

  登 録 長 ４.５９メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出     力 ５４キロワット 

３ 事実の経過 
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  Ａは、平成４年７月に進水し、操舵室を船体ほぼ中央に配し、同室

前部右舷側に舵輪を、中央に機関遠隔操縦レバーを、左舷側に魚群探

知機能付きのＧＰＳプロッターを、舵輪後方に操縦席を、同席左舷側

及び後方両側に座席をそれぞれ設置し、船内外機を備えたＦＲＰ製プ

レジャーボートで、ａ受審人が１人で乗り組み、知人１人を乗せ、回

航の目的で、船首０.２メートル船尾１.０メートルの喫水をもって、

令和６年６月１６日０９時３０分荒浜漁港を発し、宮城県閖上
ゆりあげ

漁港に

向かった。 

  ところで、荒浜、閖上両漁港間の海岸から東方約４.８海里沖合ま

での海域には、Ｘ漁業協同組合が県知事から免許された複数の共同漁

業の漁場区域が連なっており、荒浜港南導流堤仮設灯台（以下「荒浜

港灯台」という。）から２６４度（真方位、以下同じ。）６７０メー

トル、０８３度４.３２海里、０３８度９.４６海里及び００９.５度

７.８海里の各地点を順次結ぶ線と最大高潮時海岸線とによって囲ま

れた区域が、共第２５５号（以下「２５５号区域」という。）と呼ば

れ、海上保安庁ホームページの海洋状況表示システムに、区域の範囲、

藻類養殖、雑魚小型定置及び刺し網などの漁業が行われていること、

並びに同漁業の期間及び件数が表示されていた。 

  また、荒浜港灯台北方約２.４海里付近の海域には、毎年３月１日

から１２月３１日までの間、雑魚小型定置網が海岸から東方沖合に向

けて２基敷設されており（以下、海岸から遠い方の小型定置網を「定

置網」という。）、定置網は、身網の長さが南北方向約１５０メート

ル、東西方向約３０メートル、海岸に向かって延びる垣網の長さが約

５００メートルで、頂部には複数の浮球が取り付けられ、身網の東方

約１５０メートル沖合には、目印として、海面上の高さ約４メートル

の竿に取り付けた、縦横各幅共に約１.２メートルの黒色の旗３枚が、
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南北方向に約１５０メートル間隔で３基設置されており、Ｘ漁業協同

組合に定置網の敷設地点を確認することができた。 

  そして、ＡのＧＰＳプロッターは２５５号区域を表示せず、ａ受審

人は、発航時、荒浜漁港から閖上漁港に至る海域を航行することが初

めてであった。 

  発航に先立ち、ａ受審人は、荒浜、閖上両漁港間に漁場区域がある

ことを知っていたものの、その詳しい状況までは承知していなかった

が、昼間に航行するので、障害物となる漁具を視認して避けることが

できるものと思い、Ｘ漁業協同組合に漁場区域内の定置網の敷設地点

を確認するなど、水路調査を十分に行わなかった。 

  ａ受審人は、ＧＰＳプロッターを作動させ、２５５号区域内を荒浜

港灯台北方沖合まで東行し、０９時４５分僅か前荒浜港灯台から  

０１４.５度６５メートルの地点で、針路を００５度に定め、５.０ノ

ットの速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵によって進行した。 

  ａ受審人は、定置網に向首して接近する状況となって続航し、前方

に同網の旗を視認したのち、１０時１４分僅か前船首方２０メートル

のところに定置網の浮球を視認したものの、同網の存在に気付かない

まま、機関を中立運転として前進を続け、１０時１４分荒浜港灯台か

ら００５度２.４６海里の地点において、Ａは、原針路のまま、１.５

ノットの速力となったとき、定置網に乗り入れた。 

  当時、天候は晴れで風力２の南東風が吹き、潮候は上げ潮の末期に

あたり視界は良好であった。 

  その結果、推進器翼に曲損等を、定置網は垣網等に切損をそれぞれ

生じたが、のちいずれも修理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 
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 本件定置網損傷は、閖上漁港に向けて荒浜漁港を発航するにあたり、

水路調査が不十分で、２５５号区域に敷設された定置網に向首進行した

ことによって発生したものである。 

 ａ受審人は、閖上漁港に向けて荒浜漁港を発航する場合、荒浜、閖上

両漁港間にある漁場区域の詳しい状況までは承知していなかったのだか

ら、同区域に敷設された定置網に乗り入れることのないよう、Ｘ漁業協

同組合に漁場区域内の定置網の敷設地点を確認するなど、水路調査を十

分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、昼間に航行するの

で、障害物となる漁具を視認して避けることができるものと思い、水路

調査を十分に行わなかった職務上の過失により、２５５号区域に敷設さ

れた定置網に向首進行して乗り入れる事態を招き、船体及び定置網にそ

れぞれ損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和７年１０月２２日 

     仙台地方海難審判所 

          審 判 官  八  田  一  郎 


